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Ⅰ 調査の概要  

1．調査の目的   

わが国のへき地保健医療対策については昭和31年以来、9次にわたる計画に基づいて  

施行されてきた。今後もへき地・離島の保健医療対策は重要な課題であり、第10次へき  

地保健医療計画の策定に資することを目的として、へき地・離島における保健医療の状況  

と改善すべき点を、行政および医療従事者の両面から把握するために調査を行った。  

2．調査対象  

1）都道府県（全国47都道府県）   

2）市町村（①無医地区（無医地区に準ずる地区を含む）、②無歯科医地区（無菌医地区に  

準ずる地区を含む）、③へき地診療所（へき地診療所の要件を満たす民間医療機関等  

を含む）のうち1つ以上が存在する市町村）   

3）へき地診療所（へき地診療所の要件を満たす民間医療機関等を含む）の施設長   

4）へき地診療所（へき地診療所の要件を満たす民間医療機関等を含む）に勤務する全て  

の医師及び歯科医師   

5）へき地医療拠点病院  

※今回のアンケート調査の対象となる へき地診療所の要件は次のとおりである。  

① 当該診療所を中心としておおむね半径4kmの区域内に他に医療機関がなく、その   

区域内の人口が原則として人口1000人以上であり、かつ、当該診療所から最寄り   

の医療機関まで通常の交通機関を利用して（通常の交通機関を利用できない場合は   

徒歩で）30分以上要するものであること。  

② 次に掲げる地域で、他に医療機関がなく、人口が原則として300人以上、   

1000人未満の離島に設置されていること。  

（1）離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づく指定地域  

（2）沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3項の規定に基づく  

指定地域  

（3）奄美群島振興特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定する地域  

（4）小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条第1項に  

規定する地域  

3．調査期間   

平成17年3月15日～3月31日  
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4．調査方法   

それぞれの調査票を各都道府県に一括して配布した。市町村を対象とする調査は都道   

府県から無医地区、無歯科地区、へき地診療所を抱える市町村へ配布を依頼した。診療   

所に対する調査については、各市町村から該当する医療機関へ配布した。回収について   

は、まず市町村で取りまとめたものを、都道府県に送付してもらい、回収した。へき地   

医療拠点病院については、都道府県から各病院に配布してもらい、これも都道府県経由   

で回収を行った。  

平成17年5月11日までに提出されたうち、有効回答2484件（回答率79．3％）を   

対象に集計を行った。  

Ⅱ 調査結果  

○回答の内訳（表1）  

回答の内訳を表1に示す。5つのアンケートとも80％前後の高い回答率であった。  

表1 アンケート配布および回答状況  

配布数   回答数   回答率（％）   

へき地保健医療対策に関する意見・要  

望等（都道府＝県用）   47   38   80．9   

へき地保健医療対策に関する意見・要  

望等（市町村用）   859   711   8 2．8   

へき地診療所へのアンケート（診療所  

長あて）   912   709   7 7．7   

へき地診療所へのアンケート（全ての  

医師・歯科医師あて）   1031   804   78．0   

へき地医療拠点病院へのアンケート   

283   222   78．5   
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